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ＪＲ東海労は９月２６日に１２年度協約・協定交渉を集約し妥結し、新幹

線地本も申し入れに基づいて業務委員会を開催しました。しかし私たちの切

実な要求である労働条件の改善は前進を見ることは出来ませんでした。 

なかでも、年休が取れない現実に本社は「２０日間の年休を取れる要員は

配置している」が「同じ日に年休の申し込みが多いと発給できない」、「昨

年度はおおむね１７日の年休を発給している」、とし、幹鉄事は「時季によっ

ては取得しづらい場合もあるので承知されたい」と開き直っています。 

また、一方的休日出勤の解消と年休の完全消化の実現のための要員措置を

強く求めましたが本社は、適正要員は配置している」、「休日出勤をゼロに

することは困難」と開き直り、幹鉄事は「就業規則で労働時間外または休日

等に勤務を命じることが出来るとあり、休日勤務においては本人の承諾を得

ることは必要ない」と、これも年休と同じく、開き直っています。 
 
確かに臨時列車や業務の波動があるのは当然です。だから社員は波動のピ

ーク時の年休申し込みを我慢しています。本当に「適正な要員配置」をして

いるのなら、年休は流れないし休日出勤も解消できます。「同じ日に年休の

申し込みが多い」に至っては、年休を申し込む社員の責任だと言って開き直

っています。実際は、平常時も年休が入らず、流れているのです。 

確かに、休日出勤はお金になるし、管理者からの無理な要請に応じればわ

ずかな希望が叶うこともあります。しかし私たちの職場では、休日出勤と年

休が流れ、更に小集団活動や業研などのために早出と居残りはあたりまえで、

休の日にも出てこなければ、と、特に若い乗務員からの声が多くあります。 

ＡＥＲＡ １２月１日号に、ＪＲ東海の年休取得率が、実績として出されて

います。「０７年８４％・０８年８２％・０９年８４％・１０年８１％・１１

年８２％」（ＪＲ西日本よりも低い）です。どのような計算から年間１７日と言っ

ているのでしょう。０７年度以降の取得率が下がっているのです。改善など

されていませんし、要員も確保されていないという証拠です。 

年休取得と休日出勤は、協約改訂の時だけの問題ではありません。法律で保障され、

各労働組合と会社が約束しているのです。組合員の声で約束を守らせましょう。 


